
静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部 第４回本部員会議

次 第

日時 令和２年３月26日（木）

午後２時40分から

場所 別館９階 特別第１会議室

１ 開 会

２ 議 事

（１）感染拡大防止対策の取組状況 ：資料１

（２）学校における教育活動の再開 ：資料２

（３）経済対策の取組状況 ：資料３

（４）大規模イベント等の開催に関する考え方（案） ：資料４

（５）その他

３ 県民の皆様への呼びかけ ：資料５
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令和２年３月26日

学校における教育活動の再開

教育委員会

１ 概 要

令和２年3月24日に文部科学省が公表した「新型コロナウィルス感染症に対応した

学校再開ガイドライン」や、県内の感染状況等を踏まえ、十分な警戒と感染症対策を

講じた上で、新学期から県立学校を再開する。

２ 「新型コロナウィルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」の概要

３月24日、文部科学省から、国の専門家会議の分析・提言を踏まえ、新学期からの

学校再開に向けた考え方及び留意事項等について通知された。

国の専門家会議では、「今後、感染源（リンク）が分からない患者数が継続的に増

加し、全国に拡大すれば、爆発的な感染拡大を伴う大規模流行につながりかねない」

と分析。地域ごとの状況に応じた、一人ひとりの「行動変容」や「強い行動自粛の呼

びかけ」が重要である状況に変わりはない。このような認識を前提として、各学校に

おいては、各地域の感染状況を十分に踏まえながら、新学期以降も引き続き十分な警

戒を行い、感染症対策に万全を期すようお願いする。

（1）学校再開への配慮事項

ア 保健管理等の徹底

①３条件（換気の悪い密閉空間、多くの人の密集、近距離での会話や発声）を

回避するための措置

正しい手洗いや咳エチケット、マスクの着用やアルコール消毒、換気の徹底

等

②感染者、濃厚接触者が判明した場合の出席停止措置

③医療的ケアが必要な児童生徒等への配慮

④海外から帰国した児童生徒等への対応

⑤児童生徒の心のケア

⑥罹患者等への偏見や差別の防止

イ 学習に遅れが生じないための措置

ウ 入学式等の学校行事の感染症対策

エ 部活動の実施内容や方法の工夫

オ 学校給食の配膳や会食方法の工夫

カ 教職員の保健管理等の徹底

キ 経済的困難になった家庭の救済措置

（2）臨時休業への対応

児童生徒及び教職員に感染者等が判明した場合の出席停止、全部又は一部の休業

資料２
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３ 県立学校（高校、特別支援学校）の対応

３つの条件が重なることを回避する対策（換気の徹底、近距離での会話や発声等の

際のマスクの使用等）を徹底した上で、新学期から学校を再開する。

４ 小中学校の対応

設置者である市町教育委員会において、感染の状況や学校の実態を踏まえ、４月以

降の対応（入学式、始業式、授業開始等）を決定する。

なお、３月16日から学校を再開した４市町については、感染症対策に十分留意し

た上で実施され、混乱なく終了しており、現在までに、感染の発生や体調が悪化した

児童生徒の情報は確認されていない。（３月20日以降は春季休業に入っている。）

５ その他

児童生徒及び教職員に感染者等が判明した場合の出席停止、学校の全部又は一部の

休業等の判断に当たっては、必要に応じて、静岡県新型コロナウイルス感染症医療専

門家会議や健康福祉部と十分連携し、実施の有無や規模及び期間を決定する。

入 学 式

３つの条件が重なることのないよう感染拡大防止の対策を講じた

上で実施。具体的には、出席者を新入生と保護者、一部の教職員

と在校生に限定し、時間を短縮して実施

始 業 式 中止

授 業
児童生徒等の健康観察の上、教室のこまめな換気を行いながら通

常どおり実施

文化祭等の

学 校 行 事
８月までの行事は、中止若しくは９月以降に延期

部 活 動
３つの条件が重ならないよう、実施内容や方法を工夫。校内練習

や近隣校との練習試合の実施は可。合宿や県外遠征は自粛

特
別
支
援
学
校

医 療 的

ケ ア

登校前の検温や学校での健康観察を細やかに実施。担当教員や看

護師はマスクの着用、手指消毒と検温を徹底

その他

給食は大集団にならないよう教室内で取ることとし、児童生徒の

席に配慮して実施。

通学は可能な限り保護者に送迎を依頼し、スクールバスについて

は、車内消毒やこまめな換気を行いながら運行
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新型コロナウイルス感染症に係る経済対策（経済産業部）

（経済産業部）

１ 要 旨

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、県内の観光、小売、製造業者が大きな

打撃を受けている。加えて、日米での株価の乱高下、不安定な為替相場など、経済状況

の深刻さが増している。

また、県内企業の資金繰りは急速に悪化しており、緊急の金融支援が必要な状況とな

っている。このため、３月 18 日、２月議会において、令和２年度一般会計補正予算の議

決を得て、県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応枠」の融資枠を 500 億円拡大す

る追加支援策を実施中である。

２ 追加支援策

（１）追加支援策の内容

（２）融資申込状況

○389 件、約 76 億円（３月 24 日現在）

・業種別内訳（件数ベース）

・地域別内訳（件数ベース）

（３）第３回経済対策会議の開催（３月 27 日 県、政令市、市長会・町村会）

経済変動対策貸付（追加金融支援）の申込状況、各市町の対応、国の緊急経済対策

の検討状況等について、県・市町間で情報共有、意見交換を行い、今後の対応策の検

討につなげる。

３ 今後の対応

引き続き、国の緊急対策の動向を注視しつつ、新型コロナウイルスについて、事態が

終息に向かうのか、長期化するのか、それぞれの場合に即した対応策の検討を急ぎ、機

を逸することなく、迅速・的確な経済対策を講じていく。

①融資枠の拡大

「新型コロナウイルス感染症対応枠」の融資枠を 500 億円拡大

②信用保証料の補助

ＳＮ４号・５号、危機関連保証を利用する場合、信用保証料の事業者負担をゼロとする

③融資限度額の引上げ

融資限度額を 5,000 万円から 8,000 万円に拡大

④融資利率の引下げ

融資利率を 0.2％引下げ（市町に対しても利子補給を依頼）

業種 卸小売 製造業 飲食業
宿泊・

旅行業
建設業 運輸業 その他

割合 26.2％ 15.7％ 14.1％ 11.0％ 9.3％ 5.9％ 17.8％

地域 東部 中部 西部

割合 51.2％ 30.3％ 18.5％

資料３
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県内産業の資金繰り悪化への追加金融支援の概要

資金名
経済変動対策貸付

（新型コロナウイルス感染症対応枠）

対象 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営状況が悪化している中小企業者

融資枠 ５００億円

融資利率

(固定金利)

【セーフティネット（ＳＮ）４号、５号、危機関連保証の場合】

信用保証料
ＳＮ４号・５号保証、危機関連保証を利用する場合

事業者負担ゼロ

融資限度額 ５，０００万円 → ８，０００万円

融資期間
１０年以内

※２年間(設備資金は３年間)の元金据置きが可能

取扱期間

・ＳＮ４号保証を利用する場合

3/18 ～ 6/1 （ＳＮ４号の指定期間: 3/2～6/1）

・ＳＮ５号保証を利用する場合

3/18 ～ 3/31（ＳＮ５号の指定期間: 3/6～3/31（延長あり））

・危機関連保証を利用する場合

3/18 ～ 6/1 （危機関連保証の指定期間：2/1～R3.1.31）

Ｒ２補正額

補 正 額：１，８４８百万円

（利子補給２８０百万円、保証料補助１，５６８百万円）

債務負担：２，１５９百万円

（利子補給１，６８９百万円、損失補償４７０百万円）

区分 内容

ＳＮ

４号

直近１か月の売上高が前年

同月比で 20％以上減少

1.5％→1.3％

（0.2％引下げ）

ＳＮ

５号

直近１か月の売上高が前年

同月比で 10％以上減少

1.6％→1.4％

（0.2％引下げ）

危機

関連

直近１か月の売上高が前年

同月比で 15％以上減少

1.5％→1.3％

（0.2％引下げ）

金利負担 市町に上乗せ利子補給を依頼



1

令和２年３月 26 日

静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部

大規模イベント等の開催に関する考え方（案）

本県での大規模イベント等の開催については、３月 10日に示された

国の方針を踏まえ、新たに国の判断が示されるまでの間、引き続き中止、

延期又は規模縮小等の適切な対応を要請してきたところである。

３月 19 日に開催された国の専門家会議において、全国的な大規模イベ

ント等については全国的な感染拡大につながる懸念もあるため、引き続

き、主催者がリスクを判断して慎重な対応が求められるとの見解が示さ

れた。

これを受けて、３月 20 日に、文化庁及びスポーツ庁より、「各種文化・

スポーツイベントの開催に関する考え方について」の通知が発出された

ところである。（別添資料参照）

本県では、これまでに新型コロナウイルスへの感染が確認された患者が

３例報告されているものの、いずれも感染ルートが特定され、感染が一定

程度に収まっている状況である。しかしながら、地域ごとの状況に応じて、

一人ひとりがリスクを踏まえて慎重に行動することが重要である状況に

変わりはない。

このため、大規模イベント等の開催については、集団感染のリスクが高

いことから、国の方針も踏まえ、主催者がリスクを勘案し、引き続き、慎

重な対応をお願いする。

資料４－１
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令和２年３月 26 日

静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部長

県民の皆様への呼びかけ

本県では、これまでに新型コロナウイルスへの感染が確認された患

者が３例報告されているものの、いずれも感染ルートが特定されてお

り、感染が一定程度に収まっている状況と考えられます。

しかしながら、国の専門家会議では、国内の感染状況について、「持

ちこたえていますが、一部の地域で感染拡大がみられる」との見解が

示されており、感染者が日々増加している地域もあります。

このため、県では、今後懸念される感染の拡大に備え、県の医療専

門家会議の意見等を踏まえ、必要な対策にも取り組んでまいります。

県民の皆様には、引き続き油断することなく、手洗い、咳エチケッ

トの徹底をお願いするとともに、換気の悪い「密閉空間」、多数の人が

集まる「密集場所」、間近で会話や声を出す「密接場面」の、「３つの

密」の条件が重なる環境を避けていただきますようお願いいたします。

また、感染が拡大している地域への不要不急の移動は、できるだけ

避けるよう、併せてお願いいたします。

大規模イベント等の開催については、集団感染のリスクが高いこと

から、国の方針も踏まえ、主催者がリスクを勘案し、引き続き、慎重

な対応をお願いいたします。

資料５
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また、県では、新型コロナウイルスの感染拡大防止と県内経済への

影響に対処するため、「感染拡大防止対策と医療提供体制の整備」、「中

小企業者の支援」、「観光誘客対策」の３つの柱で緊急的に対策を講じ

るため、約 24 億円の予算を確保いたしました。

さらに、休業や失業により生活資金が必要となる方に対し、生活福

祉資金の特例貸付を行うため、約６億円の予算を確保し、昨日より、

市町の社会福祉協議会におきまして受付を開始いたしました。

県といたしましては、感染拡大防止と県内経済対策、そして、県民

の皆様の生活支援に全力を尽くしてまいりますので、県民の皆様の御

理解と御協力をお願いいたします。


